


は じ め に

　早いもので、当市にも甚大な被害をもたらした東日本大震災の発生から、2年の歳月が流れ

ました。震災直後から市全体が一丸となって復興への歩みを進めているところですが、県自然

環境保全地域にも指定され豊かな生態系を有する市沿岸部には、今も震災の爪痕が残されてい

ます。これから本格化する市の復興は、まちと自然の調和を図りつつ、沿岸部の美しい景観と

豊かな生態系を取り戻していくとともに、喫緊の課題となっている環境問題への取り組みをも

十分に考慮して進めていかなければなりません。

　昨今、テレビや新聞、インターネット等の情報技術の普及により世界各地で顕在化する環境

問題が次々と私たちの耳にも届いています。北極・南極上空のオゾンホールの急速な拡大や稀

少な野生生物種の減少、経済発展に伴って急激に進行する熱帯雨林の伐採と砂漠化、有害廃棄

物の越境問題、世界人口の増加と急伸する需要に伴う水資源の不足など、これらの深刻な環境

問題は私たちの日常生活にも大きな影響を与えかねません。

　持続可能な社会を築いていくには、国際社会全体で知見と技術の共有を図り、多岐にわたる

問題を一つ一つ解決していこうとする姿勢が大切です。我が国としても、国際社会において先

進国に求められるリーダーシップを発揮し、持続可能な社会の確立に寄与していく責務を有し

ているものと考えます。

　折りしも昨年は約10年ごとに開かれている「国連持続可能な開発会議」がブラジルで開催さ

れた年で、これまでの社会・経済のあり方を抜本的に見直す「グリーン経済」への移行ととも

に、「持続可能な開発」のための新たな枠組づくりを主要テーマとした活発な議論が展開され、

各国の関心の高さがうかがえました。

　このような中、当市では「名取市温室効果ガスの排出抑制等のための実行計画」に基づく各

種施策を展開しているところであり、現在その第Ⅱ期（平成19年度～平成23年度）計画に基

づいて、環境に配慮した事業の実施や省エネルギー、省資源の取り組みなどを進めているとこ

ろです。

　平成23年度における名取市の環境と取り組みについて、現状をとりまとめたものが、この「な

とりのかんきょう」です。

　本書が、皆様にとって環境保全について考えるうえで役立てられる資料の一つとされ、身近

なところから環境活動に取り組まれる際にご活用いただければ幸いです。

平成25年3月　　　　　　　　　　　　　　　

名取市長　　佐々木　一十郎　




























































































































































